
５３ ⾷⾁販売業 そうざい類（加熱後常温販売） 
【そうざい（常温）のフロー概要】  【管理ポイント】 

⾷⾁（ブロック、ミンチ等） 

その他副原料 

中⼼温度 75℃ 1 分以上相当※１ 

温度・時間、仕上がり等で判断。 

⾷⾁原料と最終製品の交差汚染がない

ように、区画等管理する。 

早めの消費（数時間）が必要 

主な原材料 ⽜⾁、豚⾁、鶏⾁、副材（⽟ねぎ、いも類、パン粉、他）、調味料等 

アレルギー⾷品 ⽜、豚、鶏、その他⾷材によって変わる 

規格基準等 ⾷⾁製品︓告⽰ 370 号参照（加熱⾷⾁製品（ﾊﾝﾊﾞｰｸﾞ、ﾐﾝﾁｶﾂ等）） 

⼀般的なそうざい類︓規格基準はない 

製品の微⽣物制御 早めの消費（数時間） 

⼯程の加熱等の制御 加熱（揚げ・焼き・煮る）︓中⼼温度 75℃ 1 分以上相当 

⼯程の異物管理 ⽬視選別、⼿選別 

重要な管理ポイント 加熱︓中⼼温度 75℃ 1 分以上相当）※１ 

保存⽅法 常温 

賞味/消費期限 消費期限 数時間 

対象消費者 家庭⽤（⼀般消費者） 

加熱後摂取/RTE 加熱せずそのまま喫⾷ 

記録類 ①⼀般衛⽣管理、②重要管理（加熱確認）

備考 ※１ 加熱（そうざい類の⼿引書より）

 中⼼温度 75℃以上 1 分以上相当。温度・時間、仕上がり等で判断。

 定期的に中⼼温度を測る等、加熱条件の確認が必要

※２ 加熱⾷⾁製品の規格基準

 Ｅ．coli 陰性。⻩⾊ﾌﾞﾄﾞｳ球菌 1,000cfu/g 以下。加熱後容器包装された

ものは、ｻﾙﾓﾈﾗ属菌陰性。 

※ 交差汚染防⽌

 RTE 製品であり、⾷⾁を扱っていることから、最終製品への⾷⾁からの⾷

中毒菌の交差汚染を防⽌（区画、⼈の衛⽣管理等）することが重要。 

 注意すべき⾷中毒菌は、腸管出⾎性⼤腸菌 O157、ｻﾙﾓﾈﾗ菌、ﾊﾟﾝﾋﾟﾛﾊﾞｸﾀ

ｰ。 

 ﾅｲﾌ・まな板・ﾌｷﾝ︓ｱﾚﾙｹﾞﾝ切替や終業時に洗浄、ｱﾙｺｰﾙ噴霧、乾燥等実施

 ｽﾗｲｻｰ・ﾁｮｯﾊﾟｰ︓商品切り替えごとにｱﾙｺｰﾙ噴霧しふき取る。作業終了時に

ﾊﾞﾗし洗浄、ｱﾙｺｰﾙ噴霧、乾燥する。

配合・混合

成型

調理・加熱
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原材料




